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一般廃棄物処理業許可基準要綱（昭和46年）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（収集運搬を業とする基準） 

第２条 省略 

２ 収集運搬を業とする場合の運搬車両の基準は、

次のとおりとする。 

（１）運搬車両は３台以上保有することとし、１

車両あたりの最大積載量は８トン以下である

こと。 

（２）運搬車両は、一般廃棄物、汚水、臭気等が

飛散、流出及び漏洩するおそれのない構造で

あること。ただし、本市が運営する処理施設

（焼却工場（鶴見資源化センターを含む。）、

南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場。以下

「本市処理施設」という。）に運搬する際

は、原則として自動ダンプ型、圧縮方式であ

ることとし、磯子検認所に搬入する際は、吸

上車であること。 

５ 収集運搬を業とする場合の業務内容等の基準

は、次のとおりとする。 

（３）事業活動の月平均稼動日数が20日以上で

あることとし、本市から請求があったとき

は、そのことを証明する帳簿書類等を提示す

ることとすること。 

 

（業の許可申請に係る添付書類等） 

第６条 省略 

２ 前項の添付書類が、直近に提出した規則第21  

 条の規定による業の許可申請書若しくは規則第22  

 条の規定による事業範囲の変更許可申請書に添付 

した添付書類等又は第８条に規定する許可申請事 

項変更申出書若しくは許可申請事項変更届出書に 

添付した添付書類等と記載内容に変更がない場合 

は、前項第３号ウ及びエ、第４号、第５号、第６ 

号、第７号（登記事項証明書を除く）、第８号 

イ、ウ、エ、オ及びケ（写真を除く）並びに第９ 

（収集運搬を業とする基準） 

第２条 省略 

２ 収集運搬を業とする場合の運搬車両の基準は、

次のとおりとする。 

（１）運搬車両は、１車両あたりの最大積載量が

８トン以下であること。また、塵芥車を２台

以上保有すること。 

（２）運搬車両は、一般廃棄物、汚水、臭気等が

飛散、流出及び漏洩するおそれのない構造で

あること。ただし、本市が運営する処理施設

（焼却工場（鶴見資源化センターを含む。）、

南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場。以下

「本市処理施設」という。）に運搬する際

は、原則としてダンプ式又は押し出し式であ

ることとする。また、磯子検認所に搬入する

際は、吸上車であること。 

５ 収集運搬を業とする場合の業務内容等の基準

は、次のとおりとする。 

（３）削除 

 

 

 

 

（業の許可申請に係る添付書類等） 

第６条 省略 

２ 前項の添付書類が、直近に提出した規則第21  

 条の規定による業の許可申請書若しくは規則第22  

 条の規定による事業範囲の変更許可申請書に添付 

した添付書類等又は第８条に規定する許可申請事 

項変更申出書若しくは許可申請事項変更届出書に 

添付した添付書類等と記載内容に変更がない場合 

は、前項第３号ウ及びエ、第４号、第５号、第６ 

号、第７号（登記事項証明書を除く）、第８号 

イ、ウ、エ、オ及びケ（写真を除く）並びに第９ 



 2 / 2 

 

号ア、ウ、エ、オ及びカに定める添付書類等を省 

略することができる。ただし、資源循環局長が必 

要と認める添付書類等については、この限りでは 

ない。 

号ア、ウ、エ、オ及びカに定める添付書類等を省 

略することができる。ただし、資源循環局長が必 

要と認める添付書類等については、この限りでは 

ない。 

各種様式等の新旧対照表については次項参照 












	新旧対照表
	新旧対照表（様式）

